
申請書を提出するときに 
 

※ 資料がすべてそろっているかどうか、☑を入れて確認してください。 

※ このページを添えて、申請書を提出してください。（計３枚＋添付書類） 

 

必ず要るもの（申請書類）  

□ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書  

□ 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書  

◎主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で死亡したとき  

□ 死亡診断書（死亡届の右側の部分）のコピー  

◎主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で重篤な傷病を負ったとき  

□ 

「医師による診断書」  または 「感染症患者医療費公費負担決定通知書のコピー」  

（「措置入院勧告書のコピー」 と 「入院期間が記載された書類（領収書等）のコピー」でも可）  

※「措置入院勧告書」「感染症患者医療費公費負担決定通知書」は区保健センターから交付される書類です。  

◎主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したとき  

（前年の収入が分かる書類）  

□ 

○事業収入、不動産収入の方 
「確定申告書Ｂの『第一表』」のコピーと 
「青色申告決算書」または「収支内訳書」のコピー 

 

○山林収入の方    「確定申告書（分離課税分）の『第三表』」のコピー  

○給与収入の方 「源泉徴収票」「勤務先による給与証明書」「給与明細（当該  

 年 1月 1日から当該年 12月 31日までの分）」  

 「確定申告書Ｂの『第一表』（申告書Ａも可）」のコピー など  

（当年の状況が分かる書類）  

□ 

○事業収入の方 帳簿類（売上台帳・収支明細表・月次試算表・現金出納帳など）のコピー  

○不動産収入の方 家賃等収入が分かる帳簿類（家賃台帳・収支明細書など）のコピー  

○山林収入の方 売却価額等の収入が分かる帳簿類や領収書などのコピー  

○給与収入の方 給与明細書などのコピー  

※ 事業・不動産・山林収入について、収入額が分かる帳簿類の提出が難しい場合は、  

「収入状況申告書（様式１）」によって提出することも可能です。  

◎主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したとき  

□ 離職票、退職証明書、雇用保険受給者証などのコピー  

◎主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で休業したとき  

□ 休業届、店頭の休業告知チラシの写真、ホームページ上の告知文などのコピー  

◎主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で廃業したとき  

□ 廃業届、店頭の廃業告知チラシの写真、ホームページ上の告知文などのコピー  



新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書 

 

令和  年  月  日 

 

神戸市長 あて 

 申請者  住 所 神戸市 

（世帯主） 氏 名                

 電話番号 （    ）    － 

 

神戸市国民健康保険条例第 23 条の規定により、令和  年度の国民健康保険料の減免を受けた

いので、次の通り申請します。なお、申請にあたって、減免の審査において所得等の確認が必要な

場合は、神戸市長が申請者の世帯員の所得状況等を確認することについて同意します。 

 

証 番 号 

（保険証記載の番号） 
 

主に世帯の生計を 

維持している人 

（主たる生計維持者） 

□ 申請者と同じ （申請者と別の場合は下の欄に記入してください） 

氏名  
申請者との 

続柄 
 

 

減免を受けようとする理由（どちらに該当するか下の□に✔を付けてください。） 

□ 

 新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を 

負ったため 

※ 死亡診断書の写し（死亡した場合）、医師による診断書、措置入院勧告書等が必要です。 

□ 

 新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の事業収入等の減少が 

見込まれ、以下の全てに該当するため 

○ 事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年に比べて３割以上減 

少する見込みであること。 

（収入に保険金・損害賠償等で補填される金額を加算した上で 3 割以上減少見込み） 

○ 前年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること。 

○ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 

400 万円以下であること。 

※ 必ず「新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書」と「収入の減少が確認 

できる書類（「申請書を提出するときに」掲載の必要な添付書類例をご覧ください。）」を併

せて提出してください。 

・減免の対象となる保険料は「令和３年４月分～令和 5 年５月分の保険料」です。 

・令和３年度分の保険料について、やむを得ない理由があり、申請期限を超えて申請される場合は、

「申請ができなかったことについてやむを得ない理由がある場合について」のチェックシートを必

ず添付してください。 



申請ができなかったことについてやむを得ない理由がある場合について 

令和３年度分の保険料の申請期限は令和４年３月 31 日です。ただし、減免対象期間中に既に

徴収した保険料がある場合について、申請期限までに減免の申請が出来なかったやむを得ない

理由があると市長が認める場合には、申請期限を超えて受付できます。 

※国民健康保険法第 110 条の２（賦課決定の期間制限）に規定する期間を超えるものについては減免

を適用することができません。 

                                                           令和  年  月  日 

申請者         証 番 号  

 氏  名                

 

やむを得ない理由についてあてはまる項目にチェックをいれてください。 

※やむを得ない理由にあてはまらない場合、減免を適用することができません。 

□   

  

病気等で長期間の入院・療養が必要だったため。 

 

□ 

 

コロナ禍の影響で確定申告ができなかったため。 

 

□ 

 

無理をして保険料を支払ってきたが、生計維持が困難になったため。 

 

□ その他（                                                      ） 

 

 

  



新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書 

 

令和  年  月  日 

申請者         住所 神戸市 

 氏名                

 

以下の収入状況の記載内容について、間違いないことを申告します。この申告が事実と異なるこ

とが明らかになった場合には、減免が取り消されることについて異議ありません。 

 

◎ 主たる生計維持者の前年の収入と当年の収入（見込額） 

※下の太枠内に記入例を参考に記入してください。 

   ※記入にあたっては確定申告書の写しや給与明細等を見ながら記入してください。 

   ※持続化給付金・定額給付金・失業給付金等は以下の収入には含まず記入してください。 

収入種別 
前年の 

収入額 

今年の 

収入(見込額) 

保険金・賠償金等 

による補填額 

（なければ記入不要） 

市 

確認欄 
（減少率） 

給与収入 円 円 円 ％ 

事業収入 円 円 円 ％ 

不動産収入 円 円 円 ％ 

山林収入 円 円 円 ％ 

                          

収入見込額は保険金等の補填額を含めないで記入してください。 

※令和３年度分保険料の減免を申請する場合は、令和２年中収入と令和３年中収入 

※令和４年度分保険料の減免を申請する場合は、令和３年中収入と令和４年中収入（見込額） 

 

（参考）今年（令和４年）の収入見込額計算欄（収入見込額の算定内訳） 

※下の欄は、令和４年の収入を記入する際、上表「今年の収入(見込額)」欄の見込額の試算

にご活用ください。 

令和 4年の 

収入の種類 

申請時までの 

収入額（実績） 

申請後の 

収入見込み額 
合 計 額 

備考 

（メモ欄・自由記載） 

給与収入 円 円 円  

事業収入 円 円 円  

不動産収入 円 円 円  

山林収入 円 円 円  

 


